
下関市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

一部改訂の報告について

資料２（議事2）

１　主旨

　令和6年9月　「脱炭素先行地域※」に選定されたことを受け、市役所の事務・事業における温室

効果ガス削減の取組を見直し、計画の一部を改訂するもの。

　

　　

出典：環境省HP

※ 脱炭素先行地域

国の脱炭素達成目標（2050年）を前倒

しで実現するため、2030年を目標年と

して、選定された自治体の一地域内に

おいて民生部門（家庭部門及び業務そ

の他部門）の電力消費に伴う二酸化炭

素の排出量の実質ゼロを達成する先

駆的なモデル地域。

令和7年2月時点、全国81地域が選定

　　





２　改訂内容

　政府が行う温室効果ガス削減の取組計画（政府実行計画）に準じた内容に改訂する。

　

　※詳細は、別紙2-1新旧対照表及び別紙2-2改訂素案をご覧ください。

３　改訂時期

　令和7年3月予定
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